
平
成
九
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
に
関
す
る
規
則
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
同
規
則
の
公
表
の
方
法
に
関
す
る
省
令

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
三
条
第
三
項
（
同
法
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
等
の
規
定

に
基
づ
く
任
期
に
関
す
る
規
則
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
び
同
規
則
の
公
表
の
方
法
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
任
期
に
関
す
る
規
則
に
記
載
す
べ
き
事
項
）

第
一
条
　
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
任
期
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
任
期
に
関
す
る
規
則
」

と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
教
育
研
究
組
織
に
該
当
す
る
組
織

二
　
法
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
職
に
該
当
す
る
職

三
　
任
期
と
し
て
定
め
る
期
間

四
　
再
任
（
法
第
四
条
第
一
項
（
法
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
た
教
員
等
が
、
当
該
任
期
が
満
了
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
就
い
て
い
た
職
に
引
き
続
き
任
用
さ

れ
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
可
否
そ
の
他
再
任
に
関
す
る
事
項

五
　
そ
の
他
大
学
等
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
事
項

（
任
期
に
関
す
る
規
則
の
公
表
の
方
法
）

第
二
条
　
任
期
に
関
す
る
規
則
の
公
表
は
、
刊
行
物
へ
の
掲
載
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
八
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
文
部
科
学
省
令
第
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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